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総合評価落札方式における
評価基準の見直し等について（工事）

近畿地方整備局
令和７年１２月
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総合評価落札方式における評価基準の見直し等

１．総合評価における基準等の見直し
 評価項目・配点の見直し

 「地域内工事の実績」評価基準見直し（本官工事）

２．技術提案評価型（WTO）について
テーマ数・段階選抜方式の運用の見直し

３．各種試行タイプの評価
 各種試行タイプについて目的の達成度、工事成績への影響、受発注者からの

意見等の観点からPDCAサイクルに基づく検証を実施。
※今回は、『地域密着防災担い手タイプ』、『若手・女性チャレンジタイ
プ』 でPDCAを実施

４．SⅠ技術向上提案評価の運用について
 評価基準等の運用・試行工事について

５．その他
 監理（主任）技術者の交代要件の緩和(報告）

    監理（主任）技術者の配置変更（報告）
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１．総合評価における基準等の見直し

１．総合評価項目の分類整理
・同一評価項目の中に異なる分類が混在しているため、分類を再整理
・政策誘導に特化した評価項目は除外（インターン受け入れ、現場見学会開催）
・当該工事での取組と過去の取組実績は分離して評価

２．同種実績、成績、表彰（本省ガイドラインの必須項目）の割合・配点の見直し
①「企業の施工能力」に占める必須項目の配点割合を他地整並に引き上げ

  ■現 運  用 → 44％（11点/25点）
■見直し案 → 60％（15点/25点）

②「企業の施工能力」と「技術者の能力」の必須項目の配点合計が概ね同じとなるよう配分
  ■現 運  用 → 企業の施工能力：技術者の能力＝11点：13点
  ■見直し案 → 企業の施工能力：技術者の能力＝15点：14点

③ 必須項目の各配点について、本省ガイドラインに示されている配点と整合
→ 本省ガイドライン 同種実績：成績：表彰＝8点：8点：4点 ※２:２:１

     ■現 運  用 → 同種実績：成績：表彰＝【企業】4点：4点：3点 【技術者】6点：5点：2点
        ■見直し案 → 同種実績：成績：表彰＝【企業】6点：6点：3点 【技術者】6点：6点：2点
             
３．その他

①各建設業団体の意見も参考に企業重視は継続
【企業の施工能力（25点） 技術者の能力（15点）】
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分 類 評価項目

１．品質確保 ①施工能力 ・同種性の高い実績、工事成績評定の平均点、
・表彰（優良工事、優秀企業認定、Co構造物品質、下請企業）
・社会条件に配慮した工事の実績
・ISO認証取得

②生産プロセス高度化能力 ・新技術等の活用（新技術、ICT）
・インフラDX取組（ICT実績、インフラDX大賞、インフラDX認定）

③技術者の能力 ・技能者等の配置
（現場従事技能者、Co構造物品質コンテスト受賞者

河川維持管理技術者等、地すべり防止工事士）

③技術者の能力（配置予定技術者） ・監理（主任）技術者等としての同種工事の経験
・同種性の高い経験
・同種工事の成績
・CPD

２．地域精通度 ④円滑な施工 ・地域内工事の実績

３．地域課題 ⑤社会資本整備・管理に資する取組 ・災害協定の締結
・BCP認定
・災害活動に対する表彰・感謝状

⑥環境負荷低減の取組 ・近畿建設リサイクル表彰

４．政策推進 ⑦担い手確保など ・現場見学会の開催
・インターンシップ受け入れ

１．総合評価項目の分類整理
・同一評価項目の中に異なる分類が混在しているため、分類を再整理
・政策誘導に特化した評価項目は除外（インターン受け入れ、現場見学会開催）
・当該工事での取組と過去の取組実績は分離して評価

１．総合評価における基準等の見直し

当該工事での取組と
過去の取組実績の評
価は分離

評価項目から削除
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２．同種実績、成績、表彰（本省ガイドラインの必須項目）の割合・配点の見直し
①「企業の施工能力」に占める必須項目の配点割合を他地整並に引き上げ

  ■現 運  用 → 44％（11点/25点）
■見直し案 → 60％（15点/25点）

分 類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4 4
当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績評定の
平均点 4 4

表 彰
（認 定）

優良工事等施工者表彰

最大3 最大3

コンクリート構造物品質コンテスト表彰（企業）
下請企業表彰
近畿建設リサイクル表彰
インフラDX大賞（本省）
インフラDX認定
工事成績優秀企業認定

有用な新技術の活用 1 最大2
ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型（As)のみ記載】 2※ 2※

現場従事技能者の配置
最大3 －コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の受賞者

の配置
ISO9000シリーズの認証取得 － 1
地域内工事の実績 3 3
災害協定の締結 － 1
建設業事業継続計画（BCP）認定 1 1
災害活動に対する表彰・感謝状 最大2 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 最大3 最大3

地域課題における独自の取り組み 最大2 最大2
ICT工事の取組
現場見学会の開催実績
インターンシップ等の受け入れ実績
河川維持管理技術者または河川点検士
の活用
地すべり防止工事士の活用

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 6 6
当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績評定の平均点 6 6

表彰
（認 定）

優良工事等施工者表彰

最大３ 最大３工事成績優秀企業認定
コンクリート構造物品質コンテスト表彰（企業）
下請企業表彰

社会条件に配慮した工事の実績 最大1 最大２
ISO9000シリーズの認証取得 ー 1

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度

化
能
力

新技術等の活用 有用な新技術の活用
最大１ 最大２ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型（As)

のみ記載】

インフラDX等の取組
ICT工事の取組実績

最大１ 最大１インフラDX大賞（本省）
インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の配置

現場従事技能者の配置

最大３ ー
コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能
者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川点検士の活
用
地すべり防止工事士の活用

地域精通
度

円滑な施
工 地域内工事の実績 2 2

地
域
課
題
の
取
組

地域課題の取組 ※以下から２項目選択 最大2 最大２
社
会
資
本

整
備
・
管

理
災害協定の締結
建設業事業継続計画（BCP）認定
災害活動に対する表彰・感謝状

環
境

負
荷

低
減 近畿建設リサイクル表彰

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

11/25点
（44％）

15/25点
（60％）

※■：配点を上げた項目  ■：配点を下げた項目

１．総合評価における基準等の見直し

■「企業の施工能力」の配点
【現運用】 【見直し案】

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄
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２．同種実績、成績、表彰（本省ガイドラインの必須項目）の割合・配点の見直し
②「企業の施工能力」と「技術者の能力」の必須項目の配点合計が概ね同じとなるよう配分

  ■現 運  用 → 企業の施工能力：技術者の能力＝11点：13点
  ■見直し案 → 企業の施工能力：技術者の能力＝15点：14点

③ 必須項目の各配点について、本省ガイドラインに示されている配点と整合
→ 本省ガイドライン 同種実績：成績：表彰＝8点：8点：4点 ※２:２:１

     ■現 運  用 → 同種実績：成績：表彰＝【企業】4点：4点：3点 【技術者】6点：5点：2点
        ■見直し案 → 同種実績：成績：表彰＝【企業】6点：6点：3点 【技術者】6点：6点：2点

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4 4
当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 4 4

表彰
（認定）

優良工事等施工者表彰

最大
3

最大
3

コンクリート構造物品質コンテスト表彰
（企業）
下請企業表彰
近畿建設リサイクル表彰
インフラDX大賞（本省）
インフラDX認定
工事成績優秀企業認定

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 6 6
当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績評
定の平均点 6 6

表彰
（認定）

優良工事等施工者表彰

最大
３

最大
３

工事成績優秀企業認定
コンクリート構造物品質コンテスト表彰（企業）
下請企業表彰

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3 3

同種性の高い施工経験 3 3

同種工事の経験についての工事成績評定点 5 5

技術者表彰 2 2

11点
15点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 ３ 3

同種性の高い施工経験 3 3

同種工事の経験についての工事成績評定点 6 6

技術者表彰 ２ 2

13点 14点

※■配点を上げた項目

■「企業の施工能力」と「技術者の能力」の本省GL必須項目（同種実績、成績、表彰）の配点
【現運用】 【見直し案】

１．総合評価における基準等の見直し

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄
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３．その他
①各建設業団体の意見も参考に企業重視は継続【企業の施工能力（25点） 技術者の能力（15点）】

１．総合評価における基準等の見直し

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4 4

最大
25点

I-con活用
工事の場
合でも最大

25点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 4 4

表 彰（認 定） 最大3 最大3

有用な新技術の活用 1 最大2

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 2※ 2※

現場従事技能者の配置
最大3 －コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 － 1

地域内工事の実績 3 3

災害協定の締結 － 1

建設業事業継続計画（BCP）認定 1 1

災害活動に対する表彰・感謝状 最大2 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 最大3 最大3

地域課題における独自の取り組み 最大2 最大2
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3 3

15点
※Asは最
大15点

同種性の高い施工経験 3 3

同種工事の経験についての工事成績評定点 5 5

技術者表彰 2 2

継続学習制度（CPD） 2 2
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 2※ 2※

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 6 6

25点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 6 6

表彰（認 定） 最大３ 最大３
社会条件に配慮した工事の実績 最大1 最大２
ISO9000シリーズの認証取得 ー 1

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化

能
力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大１ 最大２ICT施工技術の活用【施工者希望

Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
最大１ 最大１インフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大
３

ー
コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川
点検士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 2 2

地域課題の取組 最大2 最大２
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3 3

15点
※Asは最
大15点

同種性の高い施工経験 3 3
同種工事の経験についての工事成績評定点 6 6
技術者表彰 2 2
継続学習制度（CPD） 1 1
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 1※ 1※

【現運用】 【見直し案】

※■：配点を上げた項目  ■：配点を下げた項目

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄

■施工能力評価型の配点

※I-CON活用工事のみ記載
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１．総合評価における基準等の見直し
■技術提案評価型（S３）の配点

１．同種実績、成績、表彰（本省ガイドラインの必須項目）の割合・配点の見直し
①「施工能力等」と「技術提案」の配点は本省ガイドラインに示されている配点を踏襲

→ 「施工能力等」30点
 「技術提案」   30点    ※現運用と同じ

②「企業の施工能力」に占める必須項目の配点割合は現運用を基本に、本省ガイドラインに示されて
いる配点との整合（③で説明）も考慮
  ■現 運  用 → 73％（11点/15点）

■見直し案 → 67％（10点/15点）

③ 必須項目の各配点について、本省ガイドラインに示されている配点と整合
→本省ガイドライン 同種実績：成績：表彰＝6点：6点：3点 ※２:２:１

     ■現 運  用 → 同種実績：成績：表彰＝【企業】4点：4点：3点 【技術者】6点：5点：2点
        ■見直し案 → 同種実績：成績：表彰＝【企業】4点：4点：2点 【技術者】6点：6点：2点
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１．総合評価における基準等の見直し

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4 4

最大
15点

I-con活用
工事の場
合でも最大

15点

国交省等発注の同種工事実績の工事成績評定点 4 4

表 彰（認 定） 最大3 最大3

有用な新技術の活用 1 最大2

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 2※ 2※

現場従事技能者の配置
最大3 －コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 － 1

地域内工事の実績 ー ー

災害協定の締結 － ー

建設業事業継続計画（BCP）認定 ー ー

災害活動に対する表彰・感謝状 ー ー

社会条件に配慮した工事の実績 ー ー

地域課題における独自の取り組み ー ー
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3 3

15点
※Asは最
大15点

同種性の高い施工経験 3 3

同種工事の経験についての工事成績評定点 5 5

技術者表彰 2 2

継続学習制度（CPD） 2 2
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 2※ 2※

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 ４ ４

15点

国交省等発注の同種工事実績の工事成績評定点 ４ ４

表彰（認 定） 最大２ 最大３
社会条件に配慮した工事の実績 ー ー
ISO9000シリーズの認証取得 ー 1

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化

能
力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大１ 最大２ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ

型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
最大１ 最大１インフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大
３

ー
コンクリート構造物品質コンテスト表彰
（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川点
検士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 ー ー

地域課題の取組 ー ー
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3 3

15点
※Asは最
大15点

同種性の高い施工経験 3 3
同種工事の経験についての工事成績評定点 6 6
技術者表彰 2 2
継続学習制度（CPD） 1 1
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 1※ 1※

【現運用】 【見直し案】

※■：配点を上げた項目  ■：配点を下げた項目

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄

■技術提案評価型（S３）の配点

※I-CON活用工事のみ記載

分 類 評 価 項 目 配 点 加算点
技術提案 指定テーマ 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 30 30点

分 類 評 価 項 目 配 点 加算点
技術提案 指定テーマ 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 30 30点
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 分任官工事と本官工事の入札に参加する企業の営業規模の違いを考慮し、本官工事におけ
る「地域内工事の実績」で評価する対象地域を拡大する。
※対象が本官工事で限定的のため総合評価委員会後、速やかに適用

○地域内工事の実績（本官工事）
変更前

変更後

 発注者毎の評価から、施工場所での評価に変更

評価項目 評価基準 配点

地域内工事の実績
元請けとして完成し、引渡しが完了した当該工事実施市町村内又は府県内
での工事実績
※営繕工事、土木営繕工事を除く

３

加算点の評価方法
・元請けとして完成し、引渡しが完了した当該工事と同じ市町村の場合、3点。
・元請けとして完成し、引渡しが完了した当該工事と同じ府県の場合、1.5点。
・対象は、国土交通省・他省庁・特殊法人等・地方公共団体・地方道路公社・日本下水道事業団の工事。

評価項目の見直し（赤字）

１．総合評価における基準等の見直し【地域内工事の実績】

評価項目 評価基準 配点

地域内工事の実績
元請けとして完成し、引渡しが完了した当該工事実施府県内又は近畿地整
管内での工事実績
※営繕工事、土木営繕工事を除く

２

加算点の評価方法
・元請けとして完成し、引渡しが完了した当該工事と同じ府県の場合、２点。
・元請けとして完成し、引渡しが完了した当該工事と同じ近畿地整管内※の場合、1点。
・対象は、国土交通省・他省庁・特殊法人等・地方公共団体・地方道路公社・日本下水道事業団の工事。
※施工箇所が三重県の場合は、対象に三重県を含む
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■ 総合評価落札方式のタイプ
品質の求め方は、企業と技術者の施工能力（実績・経験）を求めて評価する施工能力評価型、参加者か
ら各工事で定めたテーマの技術提案を求めて評価する技術提案評価型がある。

技術的な工夫の余地小さい

国土交通省直轄工事における
総合評価落札方式の運用ガイドラインより

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型 S型

企業が、発注者の示す仕様に基づき、適切
で確実な施工を行う能力を有しているかを、
施工計画を求めて確認する工事

標準案に基づき作成

施工計画求めない（実績で評価）

可・不可の二段階で評価 点数化

企業が、発注者の示す仕様に基づき、
適切で確実な施工を行う能力を有して
いるかを、企業・技術者の能力等で確
認する工事

施工上の特定の課題等に関して、施工上の工夫等に係る提案
を求めて総合的なコストの縮減や品質の向上等を図る場合

施工上の工夫等に係る提案

実施しない

標準案に基づき作成

実施しない

必要に応じて実施

WTO対象工事のトンネル工事等で実施

提案内容

予定価格

評価方法

ヒアリング

段階選抜

非WTO 

構造物 等維持修繕、土工 等

WTO  
テーマ1つ

WTO （トンネル工事等）

テーマ2つ
本官

分任官

工事難易度Ⅰ～Ⅱ 工事難易度Ⅲ以上

３
．
４
億
円

８
．
１
億
円 （S２型） （S１型）

３
．
４
億
円

※一般土木難易度Ⅲ以上は
技術提案も評価（S３型）

２．技術提案評価型（WTO）について
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 一次審査は、ＷＬＢ関連認定制度の認定有無、「労務費見積り尊重宣言」の有無、 カーボ
ンニュートラルに関する取組実績および技術提案（２０点）等で評価

 技術提案の優れた上位６者「通常選抜者」に２者の「追加選抜者」を加えた８者を選抜
 「追加選抜者」による選抜は、非選抜回数と同種工事における受注件数により選抜

■技術提案評価型【段階的選抜方式】の現運用

 工事種別は、ＷＴＯ対象工事（一般土木工事）
 入札参加者が１０者以上見込まれる一般土木工事が対象

 二次審査は、一次審査でのＷＬＢ関連認定制度の認定有無、「技術提案」評価点に技術提案
（４０点）及び賃上げ評価を加えた合計点で審査

審査

対象工事

≪一次審査≫

≪二次審査≫

２．技術提案評価型（WTO）について
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２．技術提案評価型（WTO）について

 技術提案コストの増大、公告から工事着手までに時間を要す（企業能力（実績）評価の採用）
 一次選抜者数の増

■各種建設業団体からの意見（段階選抜）

 選抜者数：業団体の意見を踏まえ、選抜者数を８者から10者に変更（本省ガイドラインの上限値）

 テーマ数
・発注規模が比較的小さい工事は、技術提案コスト、受発注者の負担軽減及び手続き期間の短縮を目

的に１テーマを適用（S２）
・発注規模が比較的大きい工事は、比較的施工上の工夫の余地が大きいものと扱い、品質確保・向上

を重視し、２テーマを適用（S１）

◆ 段階選抜
・申請者数の傾向を踏まえ、段階選抜はトンネル工事のうち、発注規模が比較的大きい工事のみ適用
・その他の工事については、基本的に適用しない。ただし、過去の類似工事の参加状況などを踏まえ、

入札参加者が極めて多数となることが見込まれる場合は、適用可

■テーマ数・段階選抜方式の見直し方針
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 一次審査は、ＷＬＢ関連認定制度の認定有無、「労務
費見積り尊重宣言」の有無、 カーボンニュートラルに
関する取組実績および技術提案（２０点）等で評価

 技術提案の優れた上位６者「通常選抜者」に２者の
「追加選抜者」を加えた８者を選抜

 「追加選抜者」による選抜は、非選抜回数と同種工事
における受注件数により選抜

 工事種別は、ＷＴＯ対象工事（一般土木工事）
 入札参加者が１０者以上見込まれる一般土木工事が対象

 二次審査は、一次審査でのＷＬＢ関連認定制度の認定有
無、「技術提案」評価点に技術提案（４０点）及び賃上
げ評価を加えた合計点で審査

審査

対象工事

≪一次審査≫

≪二次審査≫

２．技術提案評価型（WTO）について

■現運用 ■見直し

 一次審査は、技術提案（２０点）で評価
 技術提案の優れた上位10者を選抜

 工事種別は、ＷＴＯ対象のトンネル工事（発注
規模が比較的大きい工事※）

 上記以外は個別に判断

 二次審査は、一次審査での「技術提案」評価点に
技術提案（４０点）及びWLB認定制制度・労務
費見積もり尊重宣言・カーボンニュートラルに関
する取組実績、賃上げ評価を加えた合計点で審査

審査

対象工事

≪一次審査≫

≪二次審査≫

【段階選抜】

【S１（２テーマ）の適用】
■現運用 ■見直し

 トンネル工事
 上記以外は施工上の工夫の余地の大きいもの

 発注規模が比較的大きい工事※

※当面は概算金額40億円を目安に判断
物価上昇などを踏まえ、適宜見直し
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分 類 評 価 項 目 配 点
通常選抜 追加選抜

技術提案（一次審査）
指定テーマ 1
(a) 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 15点 15点

指定テーマ 1
(b) 生産性向上に関する事項 5点 5点

施工能力等企業の
施工能力

① WLB関連認定制度 1点 1点

② 労務費見積り尊重宣言 1点 1点

③ カーボンニュートラルに関する取組実績 1点 1点

④ 段階的選抜工事における一次審査での非選抜回数
（追加選抜者 評価項目） － 3点

⑤ 同工種工事の受注件数
（追加選抜者 評価項目） － 2点

合計 23点 28点

【見直し】

分 類 評 価 項 目 配 点 加算点一次審査 二次審査

技術提案
（一次審査）

指定テーマ 1
(a) 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 15

－

60点
指定テーマ 1
(b) 生産性向上に関する事項 5

技術提案
（二次審査）

指定テーマ 2
(a) 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 －

30

指定テーマ 2
(b) 生産性向上に関する事項 10

分 類 評 価 項 目 配 点 加算点

賃上げ評価 賃上げの実施を表明した企業等 4 4点

分 類 評 価 項 目 配 点 加算点

WLB関連認定
制度 WLB関連認定制度で認定された企業等 1 1点

＜一次審査＞

＜二次審査＞ ＜二次審査＞

＜一次審査＞

分 類 評 価 項 目 配 点

施工能力等企業の
施工能力

① WLB関連認定制度 1

３点② 労務費見積り尊重宣言 1

③ カーボンニュートラルに関する取組実績 1

分 類 評 価 項 目 配 点

賃上げ評価 賃上げの実施を表明した企業等 4 4点

削除

二次審査へ

分 類 評 価 項 目 配 点 加算点一次審査 二次審査

技術提案
（一次審査）

指定テーマ 1
(a) 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 15

－

60点
指定テーマ 1
(b) 生産性向上に関する事項 5

技術提案
（二次審査）

指定テーマ 2
(a) 工事目的物の性能・機能の向上に関する事項 －

30

指定テーマ 2
(b) 生産性向上に関する事項 10

分 類 評 価 項 目
配 点

加算点
二次審査

技術提案（一次審査）

指定テーマ 1
(a) 工事目的物の性能・機能の
向上に関する事項

15

20点
指定テーマ 1
(b) 生産性向上に関する事項 5

選抜者数：６者＋追加選抜２者 選抜者数：10者

２．技術提案評価型（WTO）について

■段階選抜の評価項目
【現運用】
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公

告

申

請

書

及

び

技

術

提

案

提

出

期

限

32日 競

争

参

加

資

格

通

知

入

札

落

札

決

定

35～40日

施
工
体
制
確
認

審

査

15日28日

※1 日数は土日祝日除く①通常方式

１

テ

ー

マ

公

告

申

請

書

及

び

技

術

提

案

提

出

期

限

競

争

参

加

資

格

通

知

入

札

落

札

決

定

30～35日

施
工
体
制
確
認

審

査

15日28日

２

テ

ー

マ

２

テ

ー

マ

公

告

申

請

書

及

び

テ

ー

マ
１
提

出

期

限

22日
競

争

参

加

資

格

通

知

一
次
審
査
結
果
の
通
知

テ

ー

マ
２
提

出

期

限

二
次
審
査
に
お
け
る
技
術

提

案

の

採

否

等

入

札

落

札

決

定

審

査

施
工
体
制
確
認

審

査

18日 25～30日 20日 15日

95～100日

110～115日

②段階選抜

30～35日

130～140日

＜参考＞２．技術提案評価型（WTO）について【手続き期間】

22日
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不調不落対策 社会条件に配慮した工事を完成させた企業に対してインセンティ
ブを付与する形式（社会条件に配慮した工事）

参入機会促進 担い手確保 品質確保 説明

技術点は付与せず、競争参加資格のみ審査する形式

実績・表彰等の評価以外の項目で評価する型式
若手または女性の技術者の現場登用を高く評価する型式

企業の地域貢献・地域精通度を評価する型式

専門工事業において企業及び技術者要件を緩和した型式

若手または女性の技術者の現場登用を高く評価する型式

企業の現場従事技能者の配置を評価する型式

①施工能力確認タイプ

⑨若手・女性チャレンジタイプ

⑤地域密着防災担い手タイプ

⑩現場従事技能者評価タイプ

【施工能力評価型】

負担軽減 複数工事を一つの技術評価項目で評価する型式⑫一括審査方式

⑥電通 ⑦機械 ⑧営繕チャレンジタイプ

参入機会促進 担い手確保 品質確保 説明
新技術を活用する提案を評価する型式⑪新技術導入促進(Ⅱ)タイプ

【技術提案評価型】

負担軽減
複数工事を一つの技術提案で評価する型式

技術提案評価により上位を絞り込み選抜する型式

⑫一括審査方式

⑬段階的選抜方式

②自治体実績評価Aタイプ ③自治体実績評価Bタイプ
④自治体実績評価型
（若手・女性技術者評価型）

３．各種試行タイプの評価
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】
【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄

【現運用】

②③自治体実績評価A・Bタイプ

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 -

15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 -

表彰（認 定） -
社会条件に配慮した工事の実績 -
ISO9000シリーズの認証取得 ー ｰ

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化

能
力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大1 最大2ICT施工技術の活用

【施工者希望Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
-インフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大3 （－）
コンクリート構造物品質コンテスト表彰
（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川点検
士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 - -

地域課題の取組（3テーマ：災害協定、BCP、災害活動 各2点）
※技能者等の配置が評価対象外の場合、災害協定、活動は3点 最大6 最大8
受注工事比率 ５ 5
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 - ｰ

-

同種性の高い施工経験 - -
同種工事の経験についての工事成績評定点 - -
技術者表彰 - -
継続学習制度（CPD） - -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 - -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 1点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 1点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 -

最大15点

I-con活
用工事の
場合でも
最大15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 -

表 彰（認 定） -
有用な新技術の活用 最大２

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 2※

現場従事技能者の配置
最大２コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 -

地域内工事の実績 -

災害協定の締結 2

建設業事業継続計画（BCP）認定 2

災害活動に対する表彰・感謝状 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 -
地域課題における独自の取り組み -
受注工事比率 最大5
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 -

-

同種性の高い施工経験 -

同種工事の経験についての工事成績評定点 -

技術者表彰 -

継続学習制度（CPD） -

舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 ｰ

※I-CON活用工事のみ記載
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄

【現運用】

④自治体実績評価（若手・女性技術者評価型）

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 -

最大15点

I-con活用
工事の場
合でも最
大15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績評
定の平均点 -

表 彰（認 定） -
有用な新技術の活用 最大２

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 2※

現場従事技能者の配置
最大２コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の受

賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 -

地域内工事の実績 -

災害協定の締結 2

建設業事業継続計画（BCP）認定 2

災害活動に対する表彰・感謝状 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 -
地域課題における独自の取り組み -
受注工事比率 最大5
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 -

最大5点

同種性の高い施工経験 -

同種工事の経験についての工事成績評定点 -

技術者表彰 -

継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -
40歳以下又は女性の監理（主任）技術者を配置 5

※I-CON活用工事のみ記載

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 -

15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績評定の
平均点 -

表彰（認 定） -
社会条件に配慮した工事の実績 -
ISO9000シリーズの認証取得 ー ｰ

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能

力
新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大1 最大2ICT施工技術の活用

【施工者希望Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX
等の取組

ICT工事の取組実績
-インフラDX大賞（本省）

インフラDX認定
技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大3 （－）
コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能
者）の受賞者の配置

河川維持管理技術者または河川点検士の活用

地すべり防止工事士の活用
地域精
通度

円滑な
施工 地域内工事の実績 - -

地域課題の取組（3テーマ：災害協定、BCP、災害活動 各2点）
※技能者等の配置が評価対象外の場合、災害協定、活動は3点 最大6 最大8
受注工事比率 ５ 5
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 - ｰ

5点

同種性の高い施工経験 - -
同種工事の経験についての工事成績評定点 - -
技術者表彰 - -
継続学習制度（CPD） - -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 - -
40歳以下又は女性の監理（主任）技術者を配置 ５ ５

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】【現運用】

⑥電通チャレンジタイプ（受変電設備工事）

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 15

最大
25点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 -

表 彰（認 定） -

有用な新技術の活用 -

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 -

現場従事技能者の配置
-コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 -

地域内工事の実績 10

災害協定の締結 -

建設業事業継続計画（BCP）認定 -

災害活動に対する表彰・感謝状 -

社会条件に配慮した工事の実績 -

地域課題における独自の取り組み -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 7.5

最大
15点

同種性の高い施工経験 7.5

同種工事の経験についての工事成績評定点 -

技術者表彰 -

継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 18

25点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 -

表彰（認 定） -
社会条件に配慮した工事の実績 -
ISO9000シリーズの認証取得 -

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能

力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用 -
ICT施工技術の活用【施工者希望
Ⅰ型（As)のみ記載】

-

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績 -

インフラDX大賞（本省） -

インフラDX認定 -

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置 -
コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置

-

河川維持管理技術者または河川
点検士の活用

-

地すべり防止工事士の活用 -
地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 7

地域課題の取組 -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 7.5

15点

同種性の高い施工経験 7.5
同種工事の経験についての工事成績評定点 -
技術者表彰 -
継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 3点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 3点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄

【現運用】

⑥電通チャレンジタイプ（通信設備工事）

分 類 評 価 項 目 配-点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4 4

最大
25点

国交省等発注の同種工事実績の工事成績評定 4 4

表 彰（認 定） - -

有用な新技術の活用 最大2 最大2

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 ー ー

現場従事技能者の配置
最大4 －コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 1 2

地域内工事の実績 3 3

災害協定の締結 1 2

建設業事業継続計画（BCP）認定 1 2

災害活動に対する表彰・感謝状 最大2 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 最大3 最大3

地域課題における独自の取り組み 最大2 最大2
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 - -

-

同種性の高い施工経験 - -

同種工事の経験についての工事成績評定点 - -

技術者表彰 - -

継続学習制度（CPD） - -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 - -

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 6 6

25点

国交省等発注の同種工事実績の工事成績評定 6 6

表彰（認 定） - -
社会条件に配慮した工事の実績 最大1 最大1
ISO9000シリーズの認証取得 1 2

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化

能
力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大2 最大2ICT施工技術の活用【施工者希望

Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
ｰ ｰインフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大4 ｰ
コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川
点検士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 2 2

地域課題の取組地域課題の取組（3テーマ：災害協定、BCP、災害
活動 各1点）※技能者等の配置が評価対象外の場合は各2点 最大３ 最大6

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 - -

-

同種性の高い施工経験 - -
同種工事の経験についての工事成績評定点 - -
技術者表彰 - -
継続学習制度（CPD） - -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 - -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】【現運用】

⑥電通チャレンジタイプ（電気設備工事）

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 5

最大
15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 -

表 彰（認 定） -

有用な新技術の活用 最大2

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 -

現場従事技能者の配置
最大4コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 -

地域内工事の実績 4

災害協定の締結 -

建設業事業継続計画（BCP）認定 -

災害活動に対する表彰・感謝状 -

社会条件に配慮した工事の実績 -

地域課題における独自の取り組み -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 ４

最大
10点

同種性の高い施工経験 ４

同種工事の経験についての工事成績評定点 -

技術者表彰 -

継続学習制度（CPD） ２
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 6

15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 -

表彰（認 定） -
社会条件に配慮した工事の実績 -
ISO9000シリーズの認証取得 -

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能

力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大2ICT施工技術の活用【施工者希望

Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績 -

インフラDX大賞（本省） -

インフラDX認定 -

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置 最大4
コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置

-

河川維持管理技術者または河川
点検士の活用

-

地すべり防止工事士の活用 -
地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 3

地域課題の取組 -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 4

10点

同種性の高い施工経験 4
同種工事の経験についての工事成績評定点 -
技術者表彰 -
継続学習制度（CPD） 2
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】

【技能者等の配置】
有り：左欄 ／ 無し：右欄【現運用】

⑦機械チャレンジタイプ

分 類 評 価 項 目 配-点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4 4

最大
20点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 5 5

表 彰（認 定） - -

有用な新技術の活用 1 最大2

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 ー ー

現場従事技能者の配置
最大3 －コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 1 2

地域内工事の実績 3 3

災害協定の締結 ー 1

建設業事業継続計画（BCP）認定 1 1

災害活動に対する表彰・感謝状 最大2 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 - -

地域課題における独自の取り組み - -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 - -

-

同種性の高い施工経験 - -

同種工事の経験についての工事成績評定点 - -

技術者表彰 - -

継続学習制度（CPD） - -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 - -

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 5 5

20点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 6 6

表彰（認 定） - -
社会条件に配慮した工事の実績 - -
ISO9000シリーズの認証取得 1 2

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化

能
力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大１ 最大２ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ

型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
ｰ ｰインフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大3

ー
コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川点
検士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 2 2

地域課題の取組（2テーマ：BCP、災害活動）
※技能者等の配置が評価対象外の場合、テーマに「災害協定」を追加 最大2 最大3

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 - -

-

同種性の高い施工経験 - -
同種工事の経験についての工事成績評定点 - -
技術者表彰 - -
継続学習制度（CPD） - -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 - -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】【現運用】

⑧営繕チャレンジタイプ

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 最大8

最大20点

工事成績要諦（近畿地方整備局（港湾空港関係を除
く）発注の工事及び工事成績相互利用対象工事におけ
る工事成績評定の平均点（過去5年）

-

表 彰（認 定） -

有用な新技術の活用 1

現場従事技能者の配置
最大3コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の受賞

者の配置

地域内工事の実績（過去5年） 6

建設業事業継続計画（BCP）認定 -

災害活動に対する表彰・感謝状（過去2年） 最大2

地域課題における独自の取り組み -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験
（過去15年） ４

最大10点

同種性の高い施工経験（過去15年） ４

同種工事の経験についての工事成績評定点 -

技術者表彰 -

継続学習制度（CPD） ２

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 8

20点

工事成績要諦（近畿地方整備局（港湾空港
関係を除く）発注の工事及び工事成績相互利
用対象工事における工事成績評定の平均点
（過去5年）

-

表彰（認 定） -

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化

能
力

新技術等の
活用 有用な新技術の活用 最大1

インフラDX等
の取組 インフラDX大賞（本省） -

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置 最大3

コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置 ｰ

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績（過去5年） 6

地域課題の取組（災害活動） 最大2
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 4

10点

同種性の高い施工経験 4
同種工事の経験についての工事成績評定点 -
技術者表彰 -
継続学習制度（CPD） 2
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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３．各種試行タイプの評価

【見直し案】【現運用】

⑩現場従事技能者評価タイプ

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 -

最大25点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 -

表 彰（認 定） -

有用な新技術の活用 -

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 -

現場従事技能者の配置 最大20

コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）
の受賞者の配置 最大5

ISO9000シリーズの認証取得 -

地域内工事の実績 -

災害協定の締結 -

建設業事業継続計画（BCP）認定 -

災害活動に対する表彰・感謝状 -

社会条件に配慮した工事の実績 -

地域課題における独自の取り組み -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3

最大15点

Asの場合でも
最大15点

同種性の高い施工経験 3

同種工事の経験についての工事成績評定点 5

技術者表彰 2

継続学習制度（CPD） 2
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 2※

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 3点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 ｰ

25点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成
績評定の平均点 -

表彰（認 定） -
社会条件に配慮した工事の実績 -
ISO9000シリーズの認証取得 -

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能

力

新技術等の
活用

有用な新技術の活用
-ICT施工技術の活用【施工者希望

Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績 -

インフラDX大賞（本省） -

インフラDX認定 -

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置 最大20
コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置

最大5

河川維持管理技術者または河川
点検士の活用

-

地すべり防止工事士の活用 -
地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 ｰ

地域課題の取組 -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 3

15点

Asの場合
でも最大

15点

同種性の高い施工経験 3
同種工事の経験についての工事成績評定点 6
技術者表彰 2
継続学習制度（CPD） 1
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 1※

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 3点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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目的 試行タイプ
【開始年度】 概要

PDCAの実施状況
R5 R6 R7

企業の参入機会促進
担い手の確保

自治体実績評価Ａタイプ
自治体実績評価Ｂタイプ
【R4(改R5)】
自治体実績評価型（若手・
女性技術者評価型）【R7】

・国土交通省発注工事の実績が無い（少ない）企業であっても、地域社会の安全・安
心の確保を担う担い手の確保を目的に「工事の手持ち状況」等を評価する方式 ●

地域密着防災担い手タイプ
【H28(改R5)】

・災害発生時に迅速に活動できる地域の施工業者に対し、直轄工事への入札参加を促
して安全・安心の担い手を将来にわたり確保することを目的に防災に関わる取り組
み体制や活動実績、災害に使用できる建設機械の保有状況を評価する方式。

★

電通チャレンジタイプ
（通信設備工事）【H27】

・電気通信工事の資格を持った技術者に対し監理（主任）技術者としての経験を積ま
せることを目的に、技術者の能力は求めずに、企業の施工能力のみで評価する方式。 ●

電通チャレンジタイプ
（受変電設備工事）【H28】

・企業及び配置予定技術者について、成績評定点では評価せず、企業の地域内工事の
実績や技術者の経験で評価する方式。 ●

機械チャレンジタイプ
【H28】

・監理（主任）技術者としての経験を積ませることを目的に国土交通省発注工事の経
験がない技術者でも参加できるように、配置予定技術者の施工能力について評価し
ない方式。

●

営繕チャレンジタイプ
【H31(改R5)】

・中長期的な技術者の確保・育成に配慮することを目的に、成績評定・表彰での加点
は行わず、新技術の活用や現場従事技能者の配置・同種の施工実績や地域内工事の
実績で評価する方式。

●

担い手の確保 若手・女性チャレンジタイ
プ【H26】

・国土交通省発注工事の主任（監理）技術者として経験を積んでもらうことを目的に
40歳以下の若手・女性技術者を「監理（主任）技術者」又は「現場代理人」として
配置する場合に加点をする方式。

● ★

工事の品質確保
担い手の確保

現場従事技能者評価タイプ
【H30】

・現場従事技能者の配置を高く評価することにより、技能労働者の資格保有者の増加
を促し、新たな技能労働者の増加を期待し、工事品質の向上を図る方式。 ●

企業の参入機会促進

施工能力確認タイプ
【R2】

・円滑な発注および施工体制の確保を図ることを目的とし、技術点を設定せず、基礎
点、施工体制点及び賃上げ評価点を入札価格で除した評価値で評価する方式。

参加機会拡大タイプ
【H29】

・入札参加企業の参加意欲を促進するため、評価項目における企業の工事成績につい
て全地整における｢同種工事実績の工事成績評定｣で評価する方式。 ●

 各種試行タイプの概要とPDCAの実施スケジュールは以下の表のとおり。概ね３年に１回のペースでPDCAを実施。
 ただし、目的の趣旨にあった受注動向になっているかについては、毎年度フォローし、必要に応じて計画を見直し。

●実施済み ★今年度実施

３．各種試行タイプの評価
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 災害発生時に迅速に活動できる地域の施工業者に対し、直轄への入札参加を促して安全・
安心の担い手を将来にわたり確保することを目的

 総合評価において、防災に関わる取り組み体制や活動実績、災害に使用できる建設機械の
保有状況を評価

対象工事

競争参加資格
 企業及び配置予定技術者ともに、標準と同様

 工事種別は、一般土木工事Ｃ等級または維持修繕工事
 工事難易度は、技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅱの工事
 工事規模は、３億４千万円未満の工事

 技術評価点の配点は、企業の施工能力(25点)＋賃上げの
実施を表明した企業等(2点)＋WLB(ワーク・ライフ・
バランス)関連の認定(0.5点)

 企業の施工能力については、地域精通度・地域貢献度に
関する項目のみとし、項目として緊急時の施工体制（本
店の所在地）や災害用重機保有の有無等について評価

 配置予定技術者の能力については、評価しない

総合評価

３．各種試行タイプの評価(地域密着防災担い手タイプ)

P：計画

【地域密着防災担い手タイプの配点】

－

－

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰
・インフラDX大賞（本省）
・工事成績優秀企業認定
・インフラDX認定

－

－

－

－

5

3

3

6

－

－

－

－

－

－

配点

2

0.5

評価項目

賃上げの実施を表明した企業等

WLB（ワークライフバランス）関連認定制度で認定された企業等

配

置

予

定

技

術

者

の

能

力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

－

同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

緊急時の施工体制（本店の所在地）
・施工箇所の市町村に本店がある場合：８点
・施工箇所の市町村に隣接する

市町村に本店がある場合  ：４点

8

分類 評価項目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績

最大25

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
－

災害用重機保有の有無

災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰
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 Ｒ４年度～Ｒ６年度に５７件の工事を地域密着防災担い手タイプで発注した。
Ｄ：実施

Ｃ：評価
 申請業者数及び入札参加業者数は、通常の発注方式で発注した工事より少なかったが大きな差はない状況であった。
 落札者に占める緊急時の施工体制（本店所在地）別の割合は、６割前後の者が施工市に本店があり、施工市の隣接に

本店がある者と併せ落札者の９割が緊急時の施工体制が一定確保できている状況であった。

３．各種試行タイプの評価(地域密着防災担い手タイプ)

8.3
7.87.5

7.0

0

2

4

6

8

10

12

申請業者数 入札参加業者数

申請業者数 ・入札参加業者数比較（Ｒ４～Ｒ６）

全工事平均 地域密着防災担い手工事平均

(者)

7者

17者

11者

4者

9者

5者

1者
0者

3者

12件

26件

19件

0

5

10

15

20

25

30

R4 R5 R6

落札者に占める緊急時の施工体制（本店所在地）別件数（R4～R6）

施工市に本店あり 施工市の隣接に本店あり

施工市、隣接に本店なし 発注件数
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Ｃ：評価
 落札者のうち、前年度直轄工事の受注実績がない社の落札の割合はR6で約24％（5社）、R7で約35％（６社）であ

った。
 一方、前年度直轄工事の受注実績がある社のうち３件以上有している社の割合はR6で約33％（7社）、R7 で約30％

（５社）と、直轄工事の受注実績が豊富な社の落札も一定見られた。

３．各種試行タイプの評価(地域密着防災担い手タイプ)

3

1

3

36

5

R６試行落札者21者（22件）のうち、前年度通常タイプで

受注した件数

５件以上 ４件 ３件 2件 1件 ０件

1
1

3

2

4

6

R７試行落札者17者（17件）のうち、前年度通常タイプで受注した

件数

５件以上 ４件 ３件 2件 1件 ０件
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Ｃ：評価
 地域密着防災担い手タイプで発注した工事の、入札参加者を対象にアンケートを実施した。２１５社に依頼し、

１１９社から回答を得た。
 アンケートの回答者は３４社（２９％）が受注実績がある社で、８５社（７１％）が受注実績のない者であった。
 半数以上の回答者から本試行タイプは目的に寄与しているとの回答を得た。「わからない」と回答した社を除けば

目的に寄与していないと回答した社は１２社であった。具体的な意見として、「災害活動に対する表彰・感謝状は
国交省工事を施工している会社に付与される場合が多く,受注機会に繋がらない」等の意見があった。

 今後参加したくないと回答した社はなく、ほぼ全ての社が今後も地域密着担い手タイプの工事に「参加したい」と
の回答であった。

３．各種試行タイプの評価(地域密着防災担い手タイプ)

アンケート概要 ・調査期間：R7.9.12～R7.9.30 ・対象者 ：過去に地域密着防災担い手タイプの入札に参加した者
・対象者数：２１５社    ・調査手法：WEB調査

64

54%
12

10%

43

36%

試行タイプが目的に寄与しているか

そう思う そう思わない わからない

75

63%

39

33%

5

4%

今後の地域密着防災担い手タイプの工事

に参加したいか

参加したい

どちらかと言えば参加したい

どちらかと言えば参加したくない

Ａ：対応

 工事の参加者数に問題はなく、アンケート結果から試行に肯定的な意見が多く目的に寄与しているものの、アンケー
トや各建設業協会の意見等から改善の余地も見られるため、評価基準等の見直しを行ったうえで試行を継続する。

評価基準等の見直しを行ったうえで継続

29
85%

5
15%

46 54%

34
40%

5
6% 実績あり

34
29%

実績なし
85

71%

アンケート回答者の属性

受注実績がある
受注がない（入札に参加したが落札できなかった）
参加したい
どちらかと言えば参加したい
どちらかと言えば参加したくない

外側 ： 受注
実績の有無
内側 ： 今後
の参加希望
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３．各種試行タイプの評価(地域密着防災担い手タイプ)

①競争参加資格
 建設業法に基づく許可（地域要件）
【見直し方針】災害発生時に迅速に活動できる地域の担い手を将来に渡り確保していく試行の目的を踏まえ、 「維持修

繕工事」について地域要件を「当該府県に本店がある場合」に限定

②総合評価（評価項目）
 緊急時の施工体制
施工箇所の市町村に本店がある場合に優位に評価されるが、河川・国道など該当がない又は少ない地域もあり、発
注バランス差がある。
災害時は発注事務所管内や府県土木事務所管内など地域で対応する必要があり、評価基準の改善を要望。

【見直し方針】災害対応の地域的広がりを踏まえ、本店所在地を施工箇所の市町村から府県の土木事務所単位に拡大
 災害用重機保有の有無
建設機械だけでなく、重機輸送用車両を保有していないと災害時に迅速に活用できない。

【見直し方針】自走不可の建設機械については、重機輸送用車両とセットで優位に評価
 災害協定の締結
【見直し方針】試行タイプの目的を踏まえ、近畿地整（事務所含まない）と施工箇所がある府県が管轄に含まれる機関

（直轄事務所、府県）を同等に評価する基準に見直し
 災害活動に対する表彰・昨年度の近畿地整の受注実績【新規】
災害活動による表彰・感謝状の配点が６点と高いが、災害活動に対する表彰は国交省工事を施工している会社に付
与される場合が多いため、直轄工事を常に受注している企業が優位となり、新規参入につながらない。

【見直し方針】「昨年度の近畿地整の受注実績」がない場合に３点獲得できる評価項目に加え、「災害活動に対する表
彰」の配点を同じく3点とすることで、直轄工事の実績を有しない企業の参加を促進 
また、「災害活動に対する表彰」は行政機関であれば、同等に評価する基準に見直し

■見直し方針（●は試行工事参加者及び各建設業協会の主な意見)
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（現運用）
通常タイプの「維持修繕」の地域要件と同じ
例）「本支店等が近畿地整管内」

「本支店等が当該府県」 等
※施工箇所の当該府県以外に本店がある企業も参加可能

３．各種試行タイプの評価(地域密着防災担い手タイプ) 

評価項目

災害用重機保有の有無 5

災害協定の締結
・近畿地整（事務所含む） ： 3点
・地方公共団体（府県のみ）又は

他地方整（事務所含む）と締結  ：1.5点

3

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 3

災害活動に対する表彰
  ・中央府省の大臣又は地方支分部局の局長
                                                         ：６点

・上記以外の行政機関等 ： ３点

6

分類 配点

緊急時の施工体制（本店の所在地）
・施工箇所の市町村に本店がある場合：８点
・施工箇所の市町村に隣接する

市町村に本店がある場合  ：４点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

8

最大
25

評価項目 配点

緊急時の施工体制
・施工箇所を含む市町村（又は地域）を管轄している

府県土木事務所の管轄地域に本店がある場合：8点
8

災害用重機保有の有無
・建設機械（自走不可）＋重機輸送用車両車を保有、

又は建設機械（自走可能）を保有 ：5点
・建設機械（自走不可）を保有 ：2.5点

5

災害協定の締結
・以下のいずれかに該当する場合に評価 ：3点

 ①施工箇所のある府県が管轄にある直轄事務所※

又地方公共団体（当該施工箇所府県のみ）
 ②近畿地整（事務所除く）

3

建設業事業継続計画（BCPの配点）認定の有無 3

災害活動に対する表彰
・以下のいずれかに該当する場合に評価 ：3点
 ①中央府省の大臣又は地方支分部局の局長
 ②上記以外の行政機関等

3

昨年度の近畿地整（港湾空港除く）の当該工種におけ
る受注実績

・0件：3点、1件：2点、2件：１点、3件以上：0点
3

分類

25

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

※例）京都府の場合：京都国道、福知山河川国道、淀川河川、淀川統管、京都営繕

①競争参加資格【建設業法に基づく許可（地域要件）】
 ■地域密着防災担い手タイプ（工種：維持修繕）の地域要件

（見直し案）
「本店が当該府県」にあることを基本。

②総合評価（評価項目）

■見直し内容

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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 ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する動きを踏まえ、Ｈ28年度まで試行実施し
た若手チャレンジ型と女性活用型を統合、配置予定技術者に40才以下の若手技術者もしく
は女性技術者を配置する場合に加点を行う

 入札参加しやすい環境整備として、競争参加資格要件を緩和（技術者要件は問わない）

対象工事

競争参加資格
 配置予定技術者の要件として、同種工事の施工経験は
問わない。

 工事種別は、全種別を対象
 工事難易度は、技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅱの工事

 ただし、工事難易度Ⅲで適用する場合は、鋼橋上部、PC
 に限り、施工能力評価型Ⅰ型を適用

 工事規模は、３億４千万円未満の工事

 技術評価点の配点は、企業の施工能力(10点)＋配置予定
技術者の施工能力(15点)＋賃上げの実施を表明した企業
等(2点)＋WLB(ワーク・ライフ・バランス)関連の認定
(0.5点)

 技術提案について、若手もしくは女性の技術者を配置す
ることにあたっての企業の支援体制を評価

 配置予定技術者の能力について、40才以下の若手技術
者もしくは女性技術者を配置する場合に評価

総合評価

３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

P：計画

【若手・女性チャレンジタイプの配点】

3

3

最大1(2)

《2》

－ (1)

3

－ (1)

1

最大2

最大3

3

3

5

2

2

15

配点

2
0.5

評価項目

賃上げの実施を表明した企業等

地域内工事の実績

災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰

地域自由枠

配
置
予
定
技
術
者
の

能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

最大15

同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

《2》

40歳以下又は女性の監理(主任)技術者を配置

WLB（ワークライフバランス）関連認定制度で認定された企業等

分類 評価項目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績

最大10

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰
・インフラDX大賞（本省）
・工事成績優秀企業認定
・インフラDX認定

最大4

有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得
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 Ｒ４年度～Ｒ６年度に６９件の工事を若手・女性チャレンジタイプで発注した。
Ｄ：実施

Ｃ：評価
 若手・女性チャレンジタイプで発注した工事の、申請業者数及び入札参加業者数は、通常の発注方式で発注した工

事より多い状況（約１．２５倍）であった。

３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

7.8
7.3

9.8
9.1

0

2

4

6

8

10

12

申請業者数 入札参加業者数

申請業者数 ・入札参加業者数比較（R4～R6）

全工事平均 若手・女性チャレンジ工事平均

(者)
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Ｃ：評価
 若手・女性チャレンジタイプで発注した工事の、競争参加者に占める若手・女性技術者の活用割合は、Ｒ４・Ｒ５

年度では８割であったがＲ６年度では９割弱であった。
 発注工事数は、年々増えている状況であり、Ｒ６年度ではＲ４年度に対し２倍の発注工事数であった。
 落札者に占める若手・女性技術者の活用割合は、Ｒ４年度は８割であったが、Ｒ５年度以降は９割を超えており、

概ね若手・女性技術者を活用する者が落札する状況であった。

３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

80.0%

95.7% 93.5%

15件

23件

31件

0

5

10

15

20

25

30

35

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R4 R5 R6

落札者に占める若手・女性技術者活用の割合（R4～R6）

活用割合 発注工事数 ※営繕工事及び土木営繕工事を除く

(22件) (29件)

80.5% 80.0% 88.6%

19.5% 20.0% 11.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R4 R5 R6

競争参加者に占める若手・女性技術者活用の割合（R4～R6）

活用あり 活用なし ※営繕工事及び土木営繕工事を除く

(12件)
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Ｃ：評価
 若手・女性チャレンジタイプで発注した工事の、若手・女性技術者が次年度以降も技術者として配置されている割

合は、平均で約９２％となっており、新たに配置された若手・女性技術者が一定定着している状況であった。

３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

87.5%

100%

88.2%

91.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R3 R4 R5

技術者定着状況の変化

各年度 3年間平均 ■ 監理技術者等 ■ 現場代理人 ■ 担当技術者 ■ 直轄実績あり ■ 直轄実績なし

6人 5人
あり
6人

2人
2人 なし 1人

8人 87.5%
 7人

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

R3 R4～現在 直轄実績

技術者定着状況
（R3 – R4～現在）

3人
1人 あり 2人
2人 なし1人

3人
100%
3人

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

R4 R5～現在 直轄実績

技術者定着状況
（R4 - R5～現在）

15人
11人 あり

8人

2人

2人 なし
 7人

2人

17人 88.2%
15人

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

R5 R6～現在 直轄実績

技術者定着状況
（R5 - R6～現在）
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Ｃ：評価
 若手・女性チャレンジタイプで発注した工事の、入札参加者を対象にアンケートを実施した。２６６社に依頼し、

  １５４社から回答を得た。
 アンケートの回答者は４１社が受注実績がある社で、１１３社が受注実績のない社であった。
 半数以上の回答者から本試行タイプは目的に寄与しているとの回答を得た。「わからない」と回答した社を除けば

目的に寄与していないと回答した社は２６社であった。具体的な意見として、「近畿地整の実績がないと評価点を
得られない（成績評定平均点・表彰各種での評価）」等の意見があった。

 ９割弱の社が今後も若手・女性チャレンジタイプの工事に「参加したい」との回答であった。

３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

アンケート概要
・調査期間：R7.9.12～R7.9.30 ・対象者 ：過去に若手・女性チャレンジタイプの入札に参加した者
・対象者数：２６６社    ・調査手法：WEB調査

83

54%

26

17%

45

29%

試行タイプが目的に寄与しているか

そう思う そう思わない わからない

97

63%

38

25%

17

11%

2

1%

今後の若手・女性チャレンジタイプの工事に

参加したいか

参加したい

どちらかと言えば参加したい

どちらかと言えば参加したくない

参加したくない
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３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

Ａ：対応

 工事の参加者数に問題はなく、アンケート結果から試行実施に肯定的な意見が多く目的に寄与していると考えられ
るとともに、受注以降も若手・女性技術者が一定定着している状況等から引き続き試行を継続する。

 ただし、直轄実績がないと受注できないとの意見も複数。自治体実績評価（若⼿・⼥性技術者評価型）とのバラン
スを考慮した発注を計画していく。

 金額規模を踏まえ採用するタイプを検討
・金額規模大･･･ 「若手・女性チャレンジ（近畿地整の実績を有する企業中心）」
・金額規模小･･･「自治体実績評価【若⼿・⼥性技術者評価型】（受注実績のない（又は少ない）企業中心）」

継続

■アンケートにおける主な改善に関する意見
①企業の施工能力
企業の実績や表彰など国交省の実績がないと受注できない。

②技術者の能力
若手技術者の年齢引き上げ（45歳ぐらい）
40歳以下ではなく30歳以下等も設けてほしい

③その他
若手、女性技術者がおらず、採用そもそもが難しい
採用環境に恵まれる都市部が優位。中小企業向けではない
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分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 4

10点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績評定の
平均点 4

表彰（認 定） 最大2

社会条件に配慮した工事の実績 -

ISO9000シリーズの認証取得 -
生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能
力

新技術等
の活用 有用な新技術の活用

-ICT施工技術の活用
【施工者希望Ⅰ型（As)のみ記載】

インフラDX
等の取組

ICT工事の取組実績
-インフラDX大賞（本省）

インフラDX認定
技
術
者
の
能
力

技能者等
の配置

現場従事技能者の配置

-
コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能
者）の受賞者の配置

河川維持管理技術者または河川点検士の活用

地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑
な施
工

地域内工事の実績 -

地域課題の取組 -
競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 -

15点

同種性の高い施工経験 -
同種工事の経験についての工事成績評定点 -
技術者表彰 -
継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -
40歳以下又は女性の監理（主任）技術者を配置 15

３．各種試行タイプの評価(若手・女性チャレンジタイプ)

■見直し内容
■総合評価（評価項目）

分 類 評 価 項 目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績 ３

最大10

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事成績
評定の平均点 ３

表 彰（認 定） ４
有用な新技術の活用 -

ICT施工技術の活用【施工者希望Ⅰ型のみ記載】 -

現場従事技能者の配置
-コンクリート構造物品質コンテスト表彰（技能者）の

受賞者の配置
ISO9000シリーズの認証取得 -

地域内工事の実績 -

災害協定の締結 -

建設業事業継続計画（BCP）認定 -

災害活動に対する表彰・感謝状 -

社会条件に配慮した工事の実績 -

地域課題における独自の取り組み -

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験 -

最大15

同種性の高い施工経験 -

同種工事の経験についての工事成績評定点 -

技術者表彰 -

継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -
40歳以下又は女性の監理（主任）技術者を配置 15

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点

【見直し案】

【現運用】

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 2点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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 各試行については試行結果を踏まえ、必要に応じて総合評価の評価項目を見直すことで改善を図って
きたが、効果は限定的。

 試行目的に合致した企業の受注が新規参入者の増加などに繋がるものと考え、試行目的に合致した企
業の受注機会が促進されるための改善を検討。

 参加者を試行目的の条件に合致した企業に限定する手法が可能か検証するため、競争参加資格に当該
試行の目的に沿った要件を加えた試行もあらたに設定。

 なお、総合評価の評価項目は、目的に照らし通常タイプの評価項目から一部評価対象を除外。
※R8は従来タイプの試行も継続

 試行結果から競争性の観点や参加者及び業団体の意見などを踏まえ、改善の方向性を判断。

３．各種試行タイプの評価【試行タイプの今後の改善の方向性について】

4件

21件

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
落札者の属性（全25件）

受注実績のある者が落札

新規参入者が落札

2件

20件

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
落札者の属性（全22件）

受注実績のある者が落札

新規参入者が落札

例）自治体実績評価型

受注比率
X=過去５年間の年平均受注額（近畿地整）

／過去５年間の年平均受注額（上記以外）

【令和５年度】
・新規参入者37社（全参加者の19.4％）

手持ち状況
X=公告日現在の手持ち工事の受注額

／年度平均受注額（過去５年間）

※新規参入者  ：過去５年間及び手持ち工事ともに近畿地整の実績がない者
 受注実績あり：過去５年間及び手持ち工事どちらかに近畿地整の実績がある者

【別表】

Ｘ 配点

0.2未満 5.00
0.2以上0.4未満 3.75
0.4以上0.6未満 2.50

0.6以上0.8未満 1.25

0.8以上 0.00

■受注比率の見直し

【令和５年度】

【令和６年度】

※新規参入者  ：過去５年間に近畿地整受注実績がない者
受注実績あり：過去５年間に近畿地整受注実績がある者

【令和６年度】
・新規参入者41社（全参加者の14％）
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自治体実績評価型Ａタイプ 
■現運用（Ｒ８も継続）

競争参加資格

対象工事

 工事種別は、一般土木工事Ｃ等級、維持修繕工事、As舗装工事
 工事難易度は、技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅱの工事
 工事規模は、３億４千万円未満の工事

 企業の要件として、同種工事の施工実績は近畿地方整備局及び
近畿地方整備局管内の各府県・政令市の発注工事に限る。

 同種工事の実績の成績は、標準と同様
 配置予定技術者の要件として、同種工事の施工経験は問わない。

 技術評価点の配点は、企業の施工能力（１５点）＋賃上げ
の実施を表明した企業等(１点) ＋WLB関連の認定 (0.5点)

 企業の施工能力として、受注工事比率が低い企業ほど加点
される

 配置予定技術者の能力については評価しない。

総合評価

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 -

15点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事
成績評定の平均点 -

表彰（認 定） -
社会条件に配慮した工事の実績 -
ISO9000シリーズの認証取得 -

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能

力
新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大1

(2)
ICT施工技術の活用
【施工者希望Ⅰ型（As)のみ記

載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
ｰインフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大3
（－）

コンクリート構造物品質コンテスト表
彰（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川
点検士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 ｰ

地域課題の取組（3テーマ：災害協定、BCP、災害活動 各2点）
※技能者等の配置が評価対象外の場合、災害協定、活動は3点

最大6
(最大8点）

受注工事比率 5
(5)

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経
験 -

-

同種性の高い施工経験 -
同種工事の経験についての工事成績評定点 -
技術者表彰 -
継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

３．各種試行タイプの評価【試行タイプの今後の改善の方向性について】

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 1点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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競争参加資格

 企業の要件として、同種工事の施工実績は近畿地方整備
局及び近畿地方整備局管内の各府県・政令市の発注工事
に限る。

 近畿地整発注工事の受注実績が少ない、地域の優良な施
工業者に限る。
（近畿地整のおける昨年度の受注実績０件かつ過去３年
間の受注実績が２件以下）

 配置予定技術者の要件として、同種工事の施工経験は問
わない。

 技術評価点の配点は、企業の施工能力（１０点）＋賃上げの実
施を表明した企業等(１点) ＋関連の認定 (0.5点)

総合評価

対象工事
 工事種別は、一般土木工事Ｃ等級
 技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅱの工事のうち、過去
の類似実績から多数の参加が見込まれる工事

 工事規模は、３億４千万円未満の工事

分類 評 価 項 目 配点

企
業
の
施
工
能
力

品
質
確
保

施
工
能
力

同種性の高い施工実績 ｰ

10点

当該工事と同じ工事種別の過去4年間の工事
成績評定の平均点 ｰ

表彰（認 定） ｰ
社会条件に配慮した工事の実績 ｰ

ISO9000シリーズの認証取得 ー

生
産
プ
ロ
セ
ス
高
度
化
能

力
新技術等の
活用

有用な新技術の活用
最大1
（2）

ICT施工技術の活用
【施工者希望Ⅰ型（As)のみ記

載】

インフラDX等
の取組

ICT工事の取組実績
ｰインフラDX大賞（本省）

インフラDX認定

技
術
者
の
能
力

技能者等の
配置

現場従事技能者の配置

最大3
（－）

コンクリート構造物品質コンテスト
表彰（技能者）の受賞者の配置
河川維持管理技術者または河川
点検士の活用
地すべり防止工事士の活用

地域精
通度

円滑な施
工 地域内工事の実績 -

地域課題の取組（3テーマ：災害協定、BCP、災害活動 各2点）
※技能者等の配置が評価対象外の場合、災害協定、活動は3点

最大6
(最大8点）

競売入札妨害や建設業法違反等による減点

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

品
質
確
保

技
術
者
の
能
力

監理（主任）技術者等としての同種工事の経
験 -

-

同種性の高い施工経験 -
同種工事の経験についての工事成績評定点 -
技術者表彰 -
継続学習制度（CPD） -
舗装施工管理技術者資格【対象工事のみ】 -

（）は技能者等の配置を評価しない場合

自治体実績評価型Ａタイプ 
■競争参加資格に試行目的の要件を加えたタイプ

（Ｒ８試行）

３．各種試行タイプの評価【試行タイプの今後の改善の方向性について】

評 価 項 目 配 点
賃上げの実施を表明した企業等 1点
WLB関連認定制度で認定された企業等 0.5点
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発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 建設生産・管理システム部会（令和６年度 第２回）

４．SⅠ技術向上提案評価の運用について
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SⅠ型の活用が想定される事例

４．SⅠ技術向上提案評価の運用について
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４．SⅠ技術向上提案評価の運用について

S１：2テーマ
S２：１テーマ

SⅠ型技術向
上提案評価型
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発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 建設生産・管理システム部会（令和６年度 第２回）

４．SⅠ技術向上提案評価の運用について
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■求める技術向上提案の設定
①設定するテーマの数
⇒ 通常技術提案テーマと技術向上提案テーマを1つずつとすることを標準
②テーマに対する技術提案の数、分量等
⇒ 技術提案の数の上限や分量を適切に設定し過度の負担をかけない
③技術向上提案テーマの内容
⇒ 発注者が示した仕様に対して目的物の仕様や工法（仮設等を含む）の変更を許容した上で、さらなる安全性や

生産性、目的物の品質の向上、あるいは施工期間や規制期間の短縮等が期待されるテーマを設定

【具体例】 １）工期延期のリスク回避（施工性の高い工法への変更）
２）安全性の向上（交通渋滞・交通事故発生の防止、作業員の危険防止）
３）構造物の新設時における、点検困難箇所への維持管理性の高い工法等の採用

【留意点】 ・対象範囲を可能な限り明確にし、技術向上提案テーマと通常技術提案テーマを明確に区別
 特定の工種・箇所・段階を明示することが望ましい
 効果の高い提案を求めるため、「工場製作、輸送、仮設備、架設作業」のような一連の流れに対して提案を求め

ることも可能
 「維持管理において想定される課題と工事における対策」等、提案対象の選定理由を評価対象に含むことも可能
 競争参加者が技術向上提案テーマと通常技術提案テーマのどちらで提案するか判断することが困難となるような

テーマは設定しない（提案を求める対象や観点を明確に分離することが望ましい）
・コスト縮減を求める提案は技術向上提案テーマとして設定しない
・資材の一部を特定の資材に置き換えることのみの提案は評価しない（自社開発を除く）

■技術向上提案に関する費用の明示
⇒ 発注者が示した仕様と比較して技術向上提案の実施に必要な費用が大きい場合で、発注者が当該提案を採用し

た場合は、発注者から変更指示し設計変更対象とする（入札では提案の実施費用を予定価格、入札価格の双方
に含めない）
費用の上限は、公告時点の予定価格の5％を上限に発注者で適切に設定
発注者が上限金額を公告図書に明示するとともに、競争参加者が当該提案の実施にかかる概算費用を提案書に
記載させる（記載金額が上限額を超過する場合は評価しない）

試行実施要領 （抜粋） １／２

４．SⅠ技術向上提案評価の運用について
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■技術向上提案の配点及び評価

⇒ 技術向上提案の評価点は、S型の配点において技術提案に配分されている点数の一部として設定

当分の間、技術提案に関する配点の合計に対して技術向上提案の配点割合が１／２から１／３になるように設定

各工事の課題に応じた的確性及び実現性を評価項目とし、それぞれについて三段階程度で定性的に評価

【留意点】

・技術向上提案の実施に係る概算費用の多寡は、技術向上提案の評価対象としない
・提案書に記載された概算費用の合計が発注者の提示する上限額を超過している場合は評価しない（当該提案について０点扱い）

・過剰な品質の向上を謳う技術向上提案については優位に評価しない

・資材の一部を特定の資材に置き換えることのみの提案は評価しない（自社開発等を除く） 等

■技術向上提案の採用の決定

⇒ 技術向上提案の採用は、各発注者において第三者委員会に諮り、その審議結果を踏まえて各発注者が判断

（S型において各競争参加者の提案を評価するために開催する総合評価委と同じ枠組みの活用等を想定）

 技術向上提案の採用の是非は、契約後速やかに発注者から受注者に通知

   技術向上提案を採用する場合は、あわせて当該提案内容の実施を受注者に指示し、速やかに変更契約

■技術向上提案に関する契約変更

⇒ 発注者は、指示後速やかに変更契約を行うため、当該技術向上提案に係る見積りを受注者に提出させる

   発注者は、当初契約の設計図書に技術向上提案を反映させ、費用を計上する設計変更を行う

   入札説明書等においては、「技術向上提案について発注者が採用を決定した場合は発注者指示によって契約変更

   を行い、当該提案の履行義務を負う」ことを明記

   変更契約後の技術向上提案の履行の確保については、S型の技術提案と同様の扱い

試行実施要領 （抜粋） ２／２

４．SⅠ技術向上提案評価の運用について
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 監理（主任）技術者を交代できる要件
下記に該当する場合で監督職員と協議の上認められたもの

① 傷病により職務の遂行ができないと判断された場合
② 死亡した場合
③ 退職した場合
④ 真にやむを得ない理由により転勤となる場合
⑤ 出産、育児、介護のため職務の遂行ができないと判断された場合
⑥ 発注者の責により工期延期となる場合
⑦ 工期が２年以上の長期に渡る工事で１年以上の期間連続して従事した場合

 交代で配置される技術者の要件
・本工事の入札説明書に定められた配置予定技術者に係るすべての条件に満足し、かつ総合評価で当初の

配置予定技術者と同等以上の者を配置。

■近畿地整の交代要件の運用

 代替えが効かないレベルでの技術要件や交代が認められる条件が限定的なため、事実上、途中交代
が困難となっており、技術者固定化や女性技術者の現場配属の阻害要因となっている。

 技術者途中交代の場合、工事進捗に応じて当初技術者との同実績条件を求めないなどの運用を要望

■各種建設業団体からの意見

■監理技術者制度運用マニュアル
「監理技術者制度運用マニュアル」改正

・R5.1.1より技術者途中交代の条件が
見直し

＊R5.1.1より適用される【「監
理技術者制度運用マニュアル」
改正の概要】より抜粋

５．その他 監理（主任）技術者の交代要件の緩和(報告）
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・監理技術者等が変更できる条件は従来どおり。
   ・交代で配置する技術者の条件は監理技術者制度運用マニュアルに明示されている公平性の観点

から「同等以上の技術力を有する技術者」が基本
・一方で、働き方改革等の観点から合理的な範囲で柔軟に交代できるよう以下の条件にあてはま

る場合は、要件を緩和。

①対象：全工事
   条件：現場で競争参加資格で求める同種工事及び主たる工種が完了している場合

   交代で配置する技術者要件：入札説明書の参加資格として求めている同種工事の経験を除く
要件をすべて満たす者

②対象：若手・女性チャレンジ、自治体実績評価（若手・女性技術者評価型）で発注した工事
 条件：監理技術者等に若手・女性を配置した場合
 交代で配置する技術者要件：

・原則、総合評価で当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置。
・ただし、社内に上記に該当する技術者を配置できないことが証明できる場合は、競争参

加資格要件で企業に求める同種工事の実績を有する者を配置することができる。
例）社内で他に監理技術者等の資格を有している若手・女性がいない。

または、社内にはいるが他工事に監理技術者等として従事しているため、
交代できる若手・女性がいない など

■交代で配置する技術者要件の緩和

５．その他 監理（主任）技術者の交代要件の緩和(報告）
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５．その他 監理（主任）技術者の配置変更(報告）

■近畿地整における監理（主任）技術者の申請時期の変遷

令和４年度まで 申請及び資料の提出期限（申請者複数名。一括審査方式は１名）

令和５年度 WTO以上の一括審査方式工事を対象に配置予定技術者を入札時に申請（申請者１名）

令和７年度 配置予定技術者を入札時に申請方式を一括審査ではないWTO以上の一般土木工事
にまで拡大（申請者１名）

 技術者の拘束待機を軽減するため、一括審査方式においても通常工事と同様
に、配置予定技術者の候補者を複数名申請を要望

 替えが利かない１名の技術者が20日以上拘束される状況であり、改善を要望

 配置予定技術者を入札時に申請する方式の適用拡大を要望

公

告

申
請
書

提
出
期
限

入

札

契

約

工事の公告から契約までのフロー
※日数は上段はWTO

下段（）書は非WTO（分任官（二封筒除く））

WTO（一般土木）
WTO（一括審査）

WTO（一般土木、一括審査以外）
非WTO（本官、分任官）現運用

約1ヶ月
（約20日）

約3ヶ月
（約40日）

約1ヶ月
（約25日）

 → 各建設業団体の意見
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対象：平成30年4月以降公告工事

５．その他 監理（主任）技術者の配置変更(報告）

（１）対象工事
原則、全ての工事

（２）競争参加申請書類
①監理技術者の申請人数
主任（監理）技術者の申請書類は、1名分のみ

②特定建設工事共同企業体（甲型）の競争参加申請書類
競争参加者が特定建設工事共同企業体（甲型）である場合は、代表者以外の構成員の技術者につ
いての書類を求めない。なお、契約後に当該技術者の資格の保有が要件を満たすことを証明する
書類の提出を求め、資格の有無を確認する。

（３）主任（監理）技術者の変更
①変更申請の受付期間
 ・契約日から工事着手日の1週間前まで

②変更主任（監理）技術者の条件
・変更前の技術者と同等以上の技術力（評価合計点が同点以上）が確保されること。

契約工期

工事施工期間

（専任期間）

専任を要し
ない期間

工事着手日 工事完了日

契約日

工事着手日の1週間前

主任（監理）技術者の
変更受付期間

入札手続き
着手準備期間

（専任を要しない期間）

必要最低雇用期間

(３ヶ月)

入札申し込み入札申し込み
３ヶ月前

■近畿地整 港湾空港部の運用（抜粋）
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（１）対象工事（試行）
WTO対象工事
非WTO工事の一部（本官のみ）
※官庁営繕・土木営繕工事は除く

（２）競争参加申請書類
①監理技術者の申請人数

監理（主任）技術者の申請書類は、1名分のみ
※特定建設工事共同企業体（甲型）の代表者以外の構成員の技術者についても同様

（３）監理（主任）技術者の変更
①変更申請の受付期間

 ・契約日から工事着手日の1週間前まで
②変更監理（主任））技術者の条件

・変更前の技術者と同等以上の技術力（評価合計点が同点以上）が確保されること。

契約工期

工事施工期間

（専任期間）

専任を要し
ない期間

工事着手日 工事完了日

契約日

工事着手日の1週間前

監理（主任）技術者の
変更受付期間

着手準備期間

（専任を要しない期間）

必要最低雇用期(３ヶ月)

申請書及び
資料の提出期限

※監理（主任）技術者の申請

公告

■近畿地整（港湾空港部除く）の試行運用

約3ヶ月程度（WTO)

入札手続き期間

５．その他 監理（主任）技術者の配置変更(報告）
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２.１.５ 同種工事の実績 
  （１）工事実績 
    平成 22年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記１）の要件を満たす

工事（発注機関は問わない。）の施工実績（以下「同種工事の実績」という。）を
有すること（甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合の
もの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められな
い。）。 

 
    １）道路におけるＰＣ橋上部工を施工した実績を有する工事。 

3

3

5

2

2

 

5.1.2
配置予定技
術者の能力

最大
15点

同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定点

技術者表彰

継続学習制度（CPD）

監理（主任）技術者等としての同種工事の経験

【WTO（技術提案評価型）】
例）PC上部工事

○同等の技術力
１．競争参加要件

【非WTO（施工能力評価型）】
○同等の技術力

１．競争参加要件

２．技術評価項目（配置技術者の能力）

・競争参加要件だけでなく、技術評価の評価点も満足する必要有。
→交代できる同等の技術者が確保できず、契約解除が生じる危険性
→WTOと違い総合評価項目の審査が必要であるため、発注者側の負担増。

 ※特に分任官工事では中小企業が多く、技術者が限定される中で契約解除が増える懸念があり、また、発注者においても普段は
審査業務を行わない発注担当が確認作業を行うこととなるため負担は大きい。
⇒当面は、本官工事（官庁営繕・土木営繕工事は除く）での本格適用を目指す

■今後の運用
スケジュール R８（試行）

WTO
非WTO（本官）の一部

※技術者変更件数の傾向把握
※試行の課題抽出（審査の負担、契約解除の案件等）

本官工事

R９（本格運用）

■非WTO対象工事における適用について

５．その他 監理（主任）技術者の配置変更(報告）
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近畿地方整備局

令和７年１２月

総合評価落札方式における
評価基準の見直し等について（業務）
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総合評価落札方式における評価基準の見直し等（業務）

１．業務チャレンジ型の評価方法の見直し（試行）

２．河川技術者資格制度の活用拡大（試行）

３．品質確保基準価格の見直し
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①業務チャレンジ型の評価方法の見直し（試行）

地域コンサルタント※の活用の拡大と育成を目的として、平成２７年度より、自治体発注の業務実績しかない企業に
対して、直轄の業務への新規参入を促すための試行を継続的に実施中

他方、建設関連業団体より、地域コンサルタントの受注機会確保の観点から、本試行の拡大及び評価方法の見直
しについて要望を受けている

●今回見直し（案）
・指名段階をなくした一般競争入札方式を採用することで、受注機会を拡大
・新規参入を促すため、過年度において近畿地方整備局発注業務の受注実績が無い（少ない）企業を優位に評価
・地域コンサルタントの受注機会を確保するため、入札段階の評価に企業評価（地域拠点）を追加

１．概要
※地域コンサルタントとは本店所在地が当該地域（府県内）に有する企業

H27年度より試行 H2８年度改定 H29年度改定 H30年度改定（現行） 今回改定案

契約方式・簡易公募型
・総合評価落札方式（１：１） 同左 同左 同左 ・一般競争入札方式

・総合評価落札方式（１：１）

参加要件・全ての業種区分
・過去４年間に国の実績なし 同左 ・当該業種区分

・過去４年間に国の実績なし
・国の実績の有無にかかわら
ず参加可 同左

同種・
類似業務

・発注機関の成績評定が
７３点以上 同左 ・発注機関の成績評定が

○○点以上（各府県で設定）
・成績評定は問わない
（国は６０点以上） 同左

地域要件・特に無し ・当該府県に本店 同左 ・当該府県に本支店等
（指名段階のみ本店優位評価）

・当該府県に本支店等
（入札段階で本店優位評価）

対象業務・土木設計業務
（1000万～2000万を対象）

・土木設計業務
（概ね1000万円以下）

・土木設計業務、測量、
地質調査業務

（概ね1000万円以下）

・土木設計業務、測量、
地質調査業務

（概ね2000万円以下）
同左

受注実績・評価しない 同左 同左 同左 ・近畿地整での実績が少ない
企業を優位に評価

成績・
表彰 ・評価しない 同左 同左 同左 同左

実施方針・実施方針 同左 同左 ・簡易な実施方針 同左

-58-



①業務チャレンジ型の評価方法の見直し（試行）

・R5・6年度業務チャレンジ型業務への参加表明者において、新規参入の企業（R6～3年度間において

近畿地方整備局発注業務の受注実績が無い企業）が少ない
・また、数少ない新規参入企業が、非指名やくじ引き等により、契約に至っていない

※地域コンサルタントとは本店所在地が当該地域（府県内）に有する企業

・新規参入を促すため、過年度において近畿地方整備局発注業務の受注実績が無い（少ない）
企業を優位に加点評価
・指名段階をなくした一般競争入札方式を採用することで、受注機会を拡大

■R5・6年度業務チャレンジ型の参加表明者の延べ136
者の内、各年度期間で受注実績がない企業者数

30

16

10
8 7 7 7

0

5

10

15

20

25

30

35
（者）

過
去
１
カ
年

過
去
２
カ
年

過
去
３
カ
年

過
去
４
カ
年

過
去
５
カ
年

過
去
６
カ
年

過
去
７
カ
年

（R6） （R6～
R5）

（R6～
R4）

（R6～
R3）

（R6～
R2）

（R6～
H31）

（R6～
H30）

（補足）横軸記載年度期間において、近畿地方整備局の受注実績がない

 延べ企業者数を示している

■R5・6年度業務チャレンジ型への新規参入
※1

状況

※1 新規参入とは、過去4年間（R6～3）に近畿地方整備局の

 受注実績がない企業として整理

（者）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

参加
表明者数

指名者数 契約者数

０

８

６

３

技術評価点
１位の者数

３．見直し案（新規参入）

２．現状・課題（新規参入）
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①業務チャレンジ型の評価方法の見直し（試行）
４．現状・課題（地域コンサルタント）

■R5・6年度業務チャレンジ型での地域コンサルタントの参入状況（発注件数：17件）

・地域コンサルタントの参加表明率及び指名率は、一定程度は確保されている
・しかし、技術評価段階で、地域コンサルタントとそれ以外の企業の技術評価点が同点1位となる
場合もあり、受注に至らないことがある

※地域コンサルタントとは本店所在地が当該地域（府県内）に有する企業

○地域コンサルタントの指名者数

地域コンサルタント以外
の参加表明者数

地域コンサルタントの
参加表明者数

（者）

○ 参加表明者数

指名者数

非指名者数

（者）

○業務毎の地域コンサルタントの参入状況

・地域コンサルタントの受注機会を確保するため、入札段階の評価に企業評価（地域拠点）を追加

地域コンサルタントが技術評価点1位

地域コンサルタント以外が技術評価点1位

地域コンサルタントとそれ以外で技術評価点が同点1位

（件）

○技術評価点1位となった参加者別の業務数

５．見直し案（地域コンサルタント）

地域コンサルタントのみが
参加した業務

地域コンサルタント以外のみが
参加した業務

地域コンサルタントとそれ以外が
混合で参加した業務

（件）

■地域コンサルタント及びそれ以外のコンサルタントが混合で参加表明した業務（7件）について
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①業務チャレンジ型の評価方法の見直し
６．見直し案

（現行チャレンジ型）
簡易公募入札方式

（チャレンジ型見直し案）
一般競争入札方式

（総合評価落札方式）指名段階 技術評価段階

《企業評価》

・建設コンサルタント登録 5 ‐ 3
・同種又は類似業務等の実績 15 ‐ 9
・地域拠点(当該地域（府県内）の本店の有無）

20 ‐ 5※地質調査は、「当該地域（府県内）」を

 「近畿地方整備局管内」とすることができるものとする

・４ヶ年業務の受注実績

‐ ‐

 ・過去４ヵ年度に近畿地方整備局での実績無し 3
 ・過去3ヵ年度に近畿地方整備局での実績無し 2
 ・過去2ヵ年度に近畿地方整備局での実績無し 1
 ・過去2ヵ年度に近畿地方整備局での実績有り 0

※当該年度に実績がある場合は評価しない

企業評価 合計 40 - 20
《技術者評価》

・技術者資格 5 8 5
・同種又は類似業務等の実績 25 22 13
・地域精通度 30 20 12

技術者評価 合計 60 50 30

《実施方針》

簡易な実施方針 - 50 50

賃上げの実施 - 6 6
WLB(ワーク･ライフ･バランス) - 0.5 0.5

合計 60 106.5 106.5

新規参入を
拡大

地域コンサル
 タントの受注
 機会確保
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②河川技術者資格制度の活用拡大（試行）

・ 河川管理に従事する人員の不足、経験者の減少など、現場の河川管理の課題を踏まえ、将来
にわたって河川の維持管理の技術水準を維持するためには、豊富な経験を有した技術者を確
保・育成していく必要がある

・ 令和５年度４月より、頻発する災害等の状況を踏まえ、施設の健全な機能維持を長期にわたり

確保するため、河川構造物の詳細設計業務において変状要因や維持管理の容易性等に関す
る知見の活用に向け、河川技術者資格※を組合せ評価の対象としている

• 河川の維持管理に関する豊富な経験と技術力を有し、維
持管理上の判断に有益、的確な提案とそれに必要なコミュ
ニケーションを行う能力を有する「管理技術者」相当以上
の技術を有する技術者

• 平成27年度～令和７年度において3,335名が受験を
申し込み626名が合格。

• 登 録 者 数 ： 489名（令和７年11月25日現在）

河川維持管理技術者

987名

592名

514名

224名 207名
149名 136名 130名 127名 134名 135名

206名
305名

378名
417名

450名
475名

500名
535名

565名
590名

626名

名

200名

400名

600名

800名

1,000名

1,200名

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
名

100名

200名

300名

400名

500名

600名

700名

河川維持管理技術者

受検者数 合格者数（累計）

• 河川の維持管理に関する基本的技術・経験を有し、点検
に関する技術を有する「担当技術者」に相当する技術者

• 平成27年度～令和７年度において19,086名が受験を
申し込み11,710名が合格

• 登 録 者 数 ： 7,005名（令和７年11月25日現在）

河川点検士

3,828 

2,388 

2,013 1,494 1,478 
1,179 

1,353 1,292 1,450 1,320 1,291 

2,758名

4,424名

5,753名
6,703名

7,508名 8,130名
8,865名

9,564名
10,311名

11,047名
11,710名

名

2,000名

4,000名

6,000名

8,000名

10,000名

12,000名

名

500名

1,000名

1,500名

2,000名

2,500名

3,000名

3,500名

4,000名

4,500名

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

河川点検士

受検者数 合格者数（累計）

１．現状・課題

※河川維持管理技術者及び河川点検士
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②河川技術者資格制度の活用拡大（試行）
参考：河川技術者資格制度活用の背景

・河川維持管理技術者（国土交通省登録資格 212号）
技術者像：河川の維持管理に求められる応用的技術、経験や、地域の河川に関する知識、

経験を有する技術者
ス キ ル：河川の状態把握と分析、対応案の検討技術、地域の河川の特性や改修・災害

等の特性・履歴に関する十分な理解、河川管理上の判断に有益、的確な提案と
それに必要となるコミュニケーションを行う能力

・河川点検士（国土交通省登録資格 214号）
技術者像：河川の維持管理に関する基本的技術・経験を有する技術者
ス キ ル：点検要領等のマニュアル類に即して的確に河川の維持管理に必要な点検を実

施できる技術

・ 河川管理施設の老朽化や維持管理に関する社会的関心の高まりを背景に、平成２５年の河川法
一部改正により河川管理施設等を適切に維持修繕することが義務化（河川法第１５条の２）

・ 河川の維持管理は現場経験に基づいた適切な判断が必要であり、現場では豊富な経験や熟練の
技術力を有する技術者の知見を活用することが必要

・ 河川管理の豊富な経験を有する技術者の知見及び技術を継承し、管理水準を維持できる持続可
能な仕組みを構築することを目的として、平成２７年度に「河川維持管理技術者」及び「河川点検
士」を資格制度として創設された

・ 国土交通省登録技術者資格に登録（平成２９年度）
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②河川技術者資格制度の活用拡大（試行）

・河川構造物の詳細設計業務（簡易公募型総合評価落札方式）
【総合評価（管理技術者・担当技術者）】
⇒総合評価：配置予定管理技術者の評価に河川技術者資格を組合せ評価

配置予定担当技術者の評価に河川技術者資格を加算評価

参考：現行の試行内容詳細

（ 【国交省登録資格】※ の区分は「施設分野：河川・ダム、業務：計画・調査・設計」)

標準の配点 試行による配点
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②河川技術者資格制度の活用拡大（試行）
３．見直し案

【現状】
対象業務：河川構造物の詳細設計業務
入札方式：総合評価落札方式
評価方法：配置予定管理技術者の評価に河川技術者資格を技術評価点として組合せ評価

配置予定担当技術者の評価に河川技術者資格を技術評価点として加算

【見直し案】
対象業務：河川構造物の詳細・予備･概略設計

  河川維持管理効率化に関する業務
入札方式：総合評価落札方式・プロポーザル方式
評価方法：配置予定管理技術者の評価に河川技術者資格を技術評価点として組合せ評価

配置予定担当技術者の評価に河川技術者資格を技術評価点として加算

・河川技術者資格保有者を積極的に活用し、資格取得のインセンティブを与えるとともに、活用を
通じて技術・経験の蓄積を図ることが重要であり、更なる施設の健全な機能維持の長期確保のた
め試行内容の見直しを行う

●今回見直し（案）
・試行対象とする業務及び入札契約方式の拡充を行う
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③品質確保基準価格の見直し

予定価格が５００万円を超え１０００万円以下の業務においては、調査基準価格の設定がないこと
から、低価格の入札があった場合の対応ができていなかった

このため、近畿地方整備局では平成24年6月から調査基準価格に相当する「品質確保基準価格」
を設定した

しかし、品質確保基準価格は、設定当時の予決令第 85 条に基づく調査基準価格の平均の割合
から設定し、以降、現在まで見直していない

一方、予決令第 85 条に基づく業務の調査基準価格は、H２３年から現在までに４回見直しが実施
されており、品質確保基準価格と、調査基準価格が乖離している状況

■過年度の予定価格に対する調査基準価格※1と品質確保基準価格の割合の相関について

※1 近畿地方整備局の発注した業務の調査基準価格のみが集計対象

１．現状・課題
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③品質確保基準価格の見直し

※1,000万円超の業務における平均的な調査基準価格の割合を適用

品質確保基準価格 業 種 区 分 予定価格に対する割合
 土木関係建設コンサルタント業務 75%
 測量 78%
 地質調査業務 82%
 補償関係コンサルタント業務 79%

※業種区分は、業務に応じて、ひとつの業種区分の割合により算出

◆総合評価の低入札業務においては業務成績評定点における低評価が顕著になる傾向が
あり、技術提案の内容が適正に履行されないおそれ

◆技術提案の評価項目に 「履行確実性」を加えた技術評価を実施
※建設コンサルタント業務等における総合評価落札方式に関する新たな品質確保対策の試行について
（平成22年4月27日国土交通省大臣官房技術調査課長通達）

◆対象業務：予定価格が1千万円を超える業務 【平成２２年６月２１日より適用】

低価格受注対策の更なる強化

●予定価格が５００万円を超え１０００万円以下の業務においては、調査基準価格の設定
がないことから、低価格の入札があった場合の対応ができない

このため、平成２４年６月から調査基準価格に相当する基準価格として、「品質確保基準
価格」を設定する

参考：品質確保基準価格設定の背景
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業種区分 ① ② ③ ④ 上限 下限

測量業務
直接測量費の
額

測量調査費の額
諸経費の額に１０分の5
乗じて得た額

－
予定価格の

１０分の８．２

予定価格の

１０分の６

土木関係の建設コ
ンサルタント業務

直接人件費の
額

直接経費の額
その他原価の額に

１０分の９を乗じて得た額

一般管理費等の額に

１０分の5を乗じて得た額

予定価格の

１０分の８.1
予定価格の

１０分の６

地質調査業務
直接調査費の
額

間接調査費の額に
１０分の９を乗じて得
た額

解析等調査業務費の額
に１０分の８を乗じて得た
額

諸経費の額に１０分の

5を乗じて得た額

予定価格の

１０分の８．５

予定価格の

３分の２

補償関係建設コン
サルタント業務

直接人件費の
額

直接経費の額
その他原価の額に

１０分の９を乗じて得た額

一般管理費等の額に

１０分の５を乗じて得た額

予定価格の

１０分の８.1
予定価格の

１０分の６

③品質確保基準価格の見直し

●今回見直し（案）
・品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出する

２．見直し案

品質確保基準価格の算出方法＝調査基準価格の算出方法＝（①＋②＋③＋④）×１．１０

※表は令和７年１２月時点の国土交通省の定める調査基準価格の算出方法

（参考） 予算決算及び会計令 第三款 落札者の決定等 （落札者の決定）
第八十五条 各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、

前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により
当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
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